
入札参加者の皆様へ 

平成２３年３月２９日  

宇都宮市理財部契約課  

 

入札契約制度の見直しについて 

 

本市の入札契約制度につきましては、下記のとおり見直しを行いますので、お知らせい

たします。  

 

記 

 

１ 建設工事並びに測量及び建設コンサルタント等業務の等級区分について 

(1) とび・土工・コンクリート工事に等級区分を新設します。 

(2) すでに等級区分を設定している業種について、等級を区分する総合点数を見直します

（補償関係コンサルタント業務を除く）。 

 

※ 平成２３・２４年度の等級区分は以下のとおりです。 

 

ア 建設工事 

(ｱ) 土木一式工事 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 870 点以上 2,400 万円以上

Ｂ 770 点以上 870 点未満 1,400 万円以上 2,400 万円未満

Ｃ 670 点以上 770 点未満 600 万円以上 1,400 万円未満

Ｄ 670 点未満 600 万円未満

 

(ｲ) 建築一式工事 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 850 点以上 1,500 万円以上

Ｂ 700 点以上 850 点未満 300 万円以上 1,500 万円未満

Ｃ 700 点未満 300 万円未満

 

(ｳ) ほ装工事 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 780 点以上 700 万円以上

Ｂ 680 点以上 780 点未満 450 万円以上 700 万円未満

Ｃ 680 点未満 450 万円未満

 

 

 



 

(ｴ) 管工事 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 860 点以上 900 万円以上

Ｂ 700 点以上 860 点未満 300 万円以上 900 万円未満

Ｃ 700 点未満 300 万円未満

 

(ｵ) 電気工事 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 930 点以上 1,400 万円以上

Ｂ 770 点以上 930 点未満 400 万円以上 1,400 万円未満

Ｃ 770 点未満 400 万円未満

 

(ｶ) 造園工事 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 730 点以上 500 万円以上 

Ｂ 730 点未満 500 万円未満 

 

(ｷ) とび・土工・コンクリート工事 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 680 点以上 450 万円以上 

Ｂ 680 点未満 450 万円未満 

 

 

イ 測量及び建設コンサルタント等業務 

(ｱ) 測量業務 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 190 点以上 350 万円以上 

Ｂ 190 点未満 350 万円未満 

 

(ｲ) 補償関係コンサルタント業務 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 160 点以上 500 万円以上 

Ｂ 160 点未満 500 万円未満 

 

 

 

 



２ 総合評価落札方式について 

・ 総合評価落札方式の技術評価項目を見直します。 

改正後 現行 

項目 内容 項目 内容 

同種工事施工

実績 

(配点：上限

1.0 点） 

過去に同種・類似工事を元

請又は下請で施工した実

績により評価する。 

同種工事施工

実績 

(配点：上限

1.5 点） 

過去に同種・類似工事を

元請で施工した実績によ

り評価する。 

優良工事表彰

状況 

(配点：上限

2.0 点) 

過去１０か年における以

下の表彰の受賞の有無に

より評価 

①宇都宮市長又は栃木県

知事表彰 

②関東地方整備局長又は

事務所長表彰 

優良工事表彰

状況 

(配点：上限

2.0 点) 

過去１０か年における以

下の表彰の受賞の有無に

より評価 

①宇都宮市長又は栃木県

知事表彰 

ISO 又は事業

所版 ISO の取

得状況 

(配点：上限

1.0 点) 

以下の認証取得の有無に

より評価 

①ISO9001 

②ISO14001 

③ｴｺうつのみや 21 

④ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 

ISO 又は事業

所版 ISO の取

得状況 

(配点：上限

1.0 点) 

以下の認証取得の有無に

より評価 

①ISO9001 

②ISO14001 

③ｴｺうつのみや 21 

建設業労働災害防止協会加入状況 

(配点：上限 0.5 点) 

建設業労働災害防止協会加入状況 

(配点：上限 1.0 点) 

施工計画 

(配点：上限 7.0 点) 

施工計画 

(配点：上限 6.0 点) 

 

 

３ 契約書（約款）について 

・ 公共工事標準請負契約約款に準拠し、工事請負契約書等の一部を改正します。 

 

(1)「宇都宮市建設工事請負契約書」の主な改正内容 

 ア 発注者、受注者の略称表記の廃止 

「甲」を「発注者」に、「乙」を「受注者」と表記 

 イ 現場代理人の工事現場における常駐を要しないことができる規定の新設 

 ウ 工期延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責事由がある場合には、発注

者が費用を負担する旨を明確化 

 エ 発注者が契約を解除できる場合として、受注者の役員等が暴力団員である場合等を

新たに追加 

 

(2)「業務委託契約書」（建設工事関連業務）の主な改正内容 

 ア 発注者、受注者の略称表記の廃止 

「甲」を「発注者」に、「乙」を「受注者」と表記 

 イ 履行期間延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責事由がある場合には、

発注者が費用を負担する旨を明確化 

 ウ 発注者が契約を解除できる場合として、受注者の役員等が暴力団員である場合等を

新たに追加 



 

※ 工事請負契約書における現場代理人の常駐義務の緩和に係る規定の新設について 

・ 工事期間中、次のいずれかの場合には、現場代理人の常駐を要しないこととして取り扱

います。 

 

ア 工事の全部の施工を一時中止している期間 

イ 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの

期間 

ウ 工場製作のみが行われている期間 

エ 工事現場で作業が行われていない期間 

 

 

４ 建設工事における電子くじについて 

・ 建設工事の電子入札による制限付き一般競争入札において、同価入札の場合に、電子くじを

導入します。 

 

(1)電子くじについて 

電子くじの対象となる入札において、落札候補者となる者が２者以上ある場合にシステム

で落札候補者の順位を決定します。 

 

(2)電子くじの対象 

   建設工事の電子入札による制限付き一般競争入札 

 

 

※ 電子くじの具体的な方法については別添資料「電子くじのしくみ」をご覧ください。 

 

 

５ 適 用 

 平成２３年４月１日以降に公告または指名する案件から適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

電子くじの対象となる入札において、落札候補者となる者が２者以上ある場合にシステム

で落札候補者の順位を決定します。 

 決定方法は、次の計算式で行います。計算に使用する数字については、くじ抽選対象者の

意思を反映し、かつ、より高い公正性を確保するため、案件ごとに変化する数字とします。 

【電子くじの概要】 

対象 建設工事の電子入札による制限付き一般競争入札 

決定方法の要素

とする数  

(ア)

・くじ抽選対象者が指定した数（くじ番号） 

・当該入札参加者数（参加申請を行い受領された者の総数）

・くじ抽選立会人が抽出した数 

(イ) くじ抽選対象者数（同額で入札した複数の落札候補者の数）

参加申請番号 (ウ) 参加申請到達順にくじ抽選対象者に割り振った番号 

決定方法 

(ア)の合計÷(イ)＝商＋余り 

(ウ)と余りが一致したものを第 1 順位者とする。 

※余りが 0 の場合は，余りを(イ)と読み替える。 

 

【電子くじの手順】 

 

 

 

 

 

① 参加者を電子入札の参加申請順並べ替え、くじ抽選対象者に、「参加申請番号」 

を設定します。 
 

  ② 【電子くじの概要】の決定方法による計算で、「余り」を求めます。 

 

③ ①で設定した「参加申請番号」と②で計算した「余り」が一致した者を「審査 

順位が第１位の者」とし、後日、入札参加資格審査の結果、要件を満たした場合 

に落札決定者とします。 
※審査順位が第１位の者について、入札参加資格審査の結果、落札決定者とならなかった 

場合は、審査順位が第２位以降の者を順次審査し、要件を満たす者を落札決定者とします。 

 

※くじ抽選立会人とは、開札の結果くじ抽選が発生した場合に、同日中に開札される開

札時の立会人から２名を選定します。 

 ※くじ抽選立会人が抽出した数とは、立会人が１～９９の数が記載されたくじを引き、

立会人Ａが引いた数を上２桁、立会人Ｂが引いた数を下２桁とした数字です。 

 

資 料 

電子入札参加者が入札書と同時に提出する「工事費内訳書」に 

任意の数字（1～99 までの整数）を記入し、「くじ番号」を指定します。 

※1～99以外の数字・文字を記載した場合などについては，「1」と記載されたものとして取扱います。 

電子くじのしくみ 

開 札 

同価入札の発生 



【具体的な事例】 

 前提条件 

・入札参加者はＡ～Ｆの６者。 

・くじ抽選対象者はＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅの４者。 

・各入札参加者が指定した数は下表「くじ番号」のとおり。 

・くじ抽選立会人２名は、それぞれ、37と 58 を指定した。 

→この 2数を上 2 桁、下 2 桁とし、立会人指定数は「3758」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

参加者名 
参加申請

順位 

くじ 

番号 
備考 

 

   

Ａ ３ 35 低制限未満    

Ｂ １ 60 同額    

Ｃ ５ 23 同額    

Ｄ ４ 45 同額    

Ｅ ２ 90 同額    

Ｆ ６ 1     

参加者名 

ア 

参加申請 

順位 

くじ 

番号 
備考 

イ 参加申請番号 

第１順

位決定 

第２順

位決定 

第３順

位決定

Ｂ １ 60 同額 １ ①  

Ｅ ２ 90 同額 ②   

Ａ ３ 35 低制限未満    

Ｄ ４ 45 同額 ３ ２ １ 

Ｃ ５ 23 同額 ４ ３ ② 

Ｆ ６ 1     

第１順位者の決定 

計算式 (6+60+90+45+23+3758)/4＝995+2…余り２  

参加申請番号２の業者Ｅを第１順位者とする。 

第２順位者の決定 

 順位番号 1：Ｂ，順位番号 2：Ｄ，順位番号 3：Ｃ 

計算式 (6+60+90+45+23+3758)/3＝1327+1…余り１  

参加申請番号１の業者Ｂを第２順位者とする。 

第３順位者の決定 

 順位番号 1：Ｄ，順位番号 2：Ｃ 

計算式 (6+60+90+45+23+3758)/2＝1991+0…余り０(=除数)  

参加申請番号２の業者Ｃを第３順位者とする。 

ア 参加申請順で並べ替え 

イ くじ抽選対象者のみで「参加申請番号」を設定 

 

6：参加者数 

60～23：各対象者の指定数

3758：立会人指定数 


